
岩手県告示第501号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定により、次のとおり閉伊川漁業協同組合の遊漁規則の変更を認可した。 

  平成22年５月25日 

                                           岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 漁業権者の名称及び住所 

(１) 名称 閉伊川漁業協同組合 

(２) 住所 宮古市宮町三丁目10番59号 

２ 漁業権の免許番号 内共第９号 

３ 変更の内容 

変更前 変更後 

（禁止区域） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域

内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は遊漁をしては

ならない。 

区 域 期 間 

川井村発電用水取入口えん堤上流100メー

トルから同えん堤下流100メートルまでの

区域 

 ［略］ 

 

（禁止区域） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域

内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は遊漁をしては

ならない。 

区 域 期 間 

宮古市川井地内の川井発電用水取入口え

ん堤上流端の上流100メートルの地点から

同えん堤下流端の下流100メートルの地点

までの間の区域 

 ［略］ 

 

備考 変更部分は、下線の部分である。 

４ 変更後の遊漁規則の施行日 平成22年５月25日 
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